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大竹たかし裁判長殿 

謹啓 

客室乗務員裁判の件で上告致します。 

5月 3日憲法記念日には、毎年 9条書写をいたしておりますが、今年憲法改定

の手続法の変更が話題になっており、9 条だけでなく、いろいろな条文を書い

てみようと、前文・9・11・13・14・19・20・21・24・25・96・97・99と、

目に止まった条文を書写致しました。 

以前から心にかけておりました日本航空の不当解雇、労働者の使い捨ては、

その企業のみか国力の減少をもたらすと考えておりましたが、4 月 25 日号の

救援新聞で読んだばかり。   

この書写している憲法が十全に機能していれば救済されるはずと意を強く

しました。 

この新聞に書かれているように、交通を支える方たちが、評価を恐れて、病

気を押して乗務なさるようなことになれば、私共利用者も不利益を蒙ることと

なります。 

実際私事でございますが、日航の労働問題がおこりました頃、沖縄に参る用

事があり用意されたキップが JAL の為、遺書を記して出掛けたことを思い出

します。 

国民を権力から守る憲法を十二分に活用されまして、不必要な馘首の横行に 

法のブレーキをおかけ下さいますようお願い申し上げます。 

敬具 

5月 3日 

  

 

 

裁判所は、憲法を十二分に活用し 

首切りの横行に、法のブレーキを！ 
 

裁判所の不当判決が続く中、「首切り自由を容認する司法反動は許さない」という一点で、去る 5 月

15日、「霞が関大行動」が行われました。裁判所の包囲行動には 700名が参加しましたが、裁判所への

請願行動でも、2300 通を超える請願書が提出されました。嘆願書を提出した一人の女性が、筆で書か

れた嘆願書の写しを原告に届けて下さいましたので紹介致します。(題字は事務局作成) 

http://www.jalkaikotekkai.com/
http://www.jalkaikotekkai.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


